
丹
生
川
上
神
社
の
研
究 

始
め
に 

こ
の
「
丹
生
川
上
神
社
の
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
大
変
難
し
い
も
の
だ
と
思
う
。
こ
の
テ
ー
マ
の
中
に
は
様
々
な
も
の
が
入
り
込
ん

で
く
る
と
い
う
の
が
感
想
で
あ
る
。
今
、
箇
条
書
き
に
し
て
み
る
と 

ア
、「
丹
生
」
に
つ
い
て 

イ
、「
丹
生
神
社
」
と
「
御
祭
神
」
に
つ
い
て 

ウ
、「
丹
生
川
上
神
社
」
に
つ
い
て 

エ
、「
官
幣
大
社
列
格
」
に
つ
い
て 

オ
、「
考
証
」
に
つ
い
て 

カ
、「
小
川
氏
」
に
つ
い
て 

カ
、「
神
武
天
皇
親
祭
の
丹
生
川
上
」
に
つ
い
て 

キ
、「
吉
野
宮
、
吉
野
離
宮
」
に
つ
い
て 

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
詳
し
く
考
察
す
る
事
と
そ
う
で
は
な
い
事

に
分
け
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
カ
「
小
川
氏
に
つ
い
て
」
は
オ
「
考
証
」
に
含
み
カ
、
キ
に
つ
い
て
は
今
回
、
簡
潔
に
触

れ
る
程
度
と
す
る
。 

 

丹
生
川
上
神
社
に
つ
い
て 

 

丹
生
川
上
神
社
の
簡
単
な
説
明
を
纏
め
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
は
「
丹
生
川
上
神
社
」(

中
社)

例
祭
で
参
列
者
に
配
布
さ
れ
る
も

の
よ
り
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 



「
丹
生
川
上
神
社
の
御
由
緒
に
つ
い
て
」 

当
社
の
御
祭
神
、
罔
象
女
神(

み
ず
は
の
め
の
か
み)

は
、
水
一
切
を
司
る
神
で
水
利
の
神
と
し
て
、
又
は
雨
の
神
と
し
て
称
え
、
五

穀
の
豊
穣
に
特
に
旱
続
き
に
は
降
雨
を
、
長
雨
の
時
に
は
止
雨
を
祈
る
な
ど
、
事
あ
る
ご
と
に
心
か
ら
の
朝
野
の
信
仰
を
捧
げ
、
水

神
の
御
加
護
を
祈
っ
て
来
ま
し
た
。 

今
を
去
る
事
千
三
百
年
余
り
前
、
第
四
十
代
天
武
天
皇
白
鳳
四
年(

六
七
五
年)

「
人
聲
の
聞
え
ざ
る
深
山
吉
野
の
丹
生
川
上
に
我
が

宮
柱
を
立
て
て
敬
祀
ら
ば
天
下
の
た
め
に
甘
雨
を
降
ら
し
霖
雨(

長
雨
の
事)

を
止
め
む
」
と
の
御
神
教
に
よ
り
創
祀
せ
ら
れ
、
雨
師

の
明
神
、
水
神
宗
社
と
し
て
朝
廷
の
崇
敬
は
殊
の
外
厚
く
「
延
喜
式
」(

九
二
七
年)

に
は
名
神
大
社
に
列
せ
ら
れ
、
又
平
安
時
代
中

期
以
降
は
、
祈
雨
の
神
と
し
て
「
二
十
二
社
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
祈
雨
に
は
黒
馬
を
、
止
雨
に
は
白
馬
又
は
赤
馬
を
献
じ
朝
廷

の
特
に
崇
敬
す
る
重
要
な
神
社
で
あ
り
ま
し
た
。
七
六
三
年
よ
り
応
仁
の
乱
の
頃
ま
で
は
朝
廷
よ
り
の
雨
乞
い
雨
止
め
の
奉
幣
祈
願

が
九
六
度
な
さ
れ
て
い
る
事
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
事
か
ら
も
当
社
が
い
か
に
重
要
な
神
社
で
あ
っ
た
か
が
伺
え
ま
す
。
し
か
し
、

都
が
京
都
に
遷
り
戦
国
時
代
以
降
は
そ
の
よ
う
な
祈
願
も
中
断
さ
れ
、
丹
生
川
上
雨
師
神
社
も
い
つ
し
か
蟻
通
神
社
と
呼
ば
れ
、
つ

い
に
は
神
社
の
所
在
地
さ
え
不
明
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
治
維
新
と
な
り
丹
生
川
上
神
社
は
何
処
か
と
言
う
研
究
調
査
が
行

わ
れ
、
明
治
四
年
丹
生
村(

今
の
下
市
町)

、
続
い
て
明
治
二
十
九
年
川
上
村
の
神
社
が
、
夫
々
有
力
視
さ
れ
官
幣
大
社
丹
生
川
上
神

社
下
社
、
上
社
と
さ
れ
ま
し
た
。
蟻
通
神
社
こ
そ
が
丹
生
川
上
神
社
だ
と
大
正
十
一
年
、
当
村
出
身
の
森
口
奈
良
吉
翁
の
精
緻
な
研

究
調
査
に
よ
り
丹
生
川
上
神
社
中
社
と
し
て
官
幣
大
社
に
列
格
さ
れ
、
こ
こ
に
従
来
の
二
社
は
三
社
に
な
っ
た
が
、
官
幣
大
社
丹
生

川
上
神
社
と
し
て
は
一
社
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
神
社
の
社
務
所
を
当
社
に
移
し
て
、
下
社
、
上
社
を
統
括
し
て
祭
務
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
戦
後
神
社
制
度
の
変
遷
に
よ
り
今
日
で
は
三
社
別
の
神
社
と
な
り
当
社
は
「
丹
生
川
上
神
社
」
と
登
記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

本
殿
は
江
戸
時
代
文
政
十
二
年(

一
八
二
九)

の
建
築
で
東
吉
野
村
の
文
化
財
に
、
又
瑞
垣
内
に
あ
る
灯
篭
は
鎌
倉
時
代
の
弘
長
四
年



(

一
二
六
四)

銘
で
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

(
平
成
十
九
年
度
例
祭
で
配
布
、
作
文
は
私) 

 

私
事
に
渉
る
が
、
平
成
十
年
四
月
か
ら
二
十
一
年
六
月
ま
で
丹
生
川
上
神
社
に
奉
職
し
、
社
頭
説
明
を
行
う
事
が
多
か
っ
た
。
質
問
で

最
多
の
も
の
は
「
上
社
、
下
社
と
ど
う
い
っ
た
関
係
で
す
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
回
前
記
説
明
が
本
当
に
正
し
い
の

か
考
察
す
る
事
と
し
た
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
丹
生
川
上
神
社
の
研
究
は
大
正
年
間
よ
り
進
ん
で
お
ら
ず
、
稀
に
新
た
な
説(

例
え
ば
松
田

壽
男
氏
の
説)

が
出
て
も
神
社
関
係
者
の
も
の
で
な
い
た
め
か
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
市
販
さ
れ
て
い
る
本
な
ど
も
大
正

年
間
の
説
、
即
ち
森
口
奈
良
吉
の
中
社
説
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成
十
年
に
上
社
が
大
滝
ダ
ム
建
設
の
為
遷
座
し
旧
社
地

が
発
掘
さ
れ
る
な
ど
の
新
た
な
展
開
や
既
存
の
文
献
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
点
、
或
は
気
づ
い

て
い
た
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
も
含
め
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

ア
、「
丹
生
」
に
つ
い
て 

 

そ
も
そ
も
「
丹
生
」
と
は
何
の
事
か
。
松
田
壽
男
氏
は
『
丹
生
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部 

昭
和
四
十
五
年
初
版
発
行
）
に
お
い

て
水
銀
の
産
出
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
水
銀
採
掘
す
る
人
を
「
丹
生
氏
」
と
し
「
丹
生
神
社
」
を
祀
る
の
だ
と
す
る
。
そ
し

て
そ
の
御
祭
神
は
「
ニ
ウ
ツ
ヒ
メ
」
で
あ
る
と
す
る
。（
松
田
氏
は
「
ミ
ヅ
ガ
ネ
ヒ
メ
」
と
も
呼
ぶ
）
尤
も
異
論
が
な
く
も
な
い
。
折
口
信

夫
氏
は
「
稲
村
の
ニ
ホ
が
其
の
ニ
フ
で
」（
『
折
口
信
夫
全
集
三
」
中
央
公
論
社 

平
成
七
年
四
月
十
日
初
版
発
行)

と
し
て
い
る
。 

し
か
し
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
四
東
歌 

 
 

ま
が
ね
吹
く 

丹
生
の
ま
そ
ほ
の
色
に
出
て 

言
は
な
く
の
み
ぞ 

我
が
恋
ふ
ら
く
は 

あ
る
い
は
第
十
六
巻 

 
 

仏
造
る 

ま
そ
ほ
足
ら
ず
ば 

水
溜
ま
る 

池
田
が
あ
そ
が 

鼻
の
へ
を
掘
れ 

 
 

何
処
に
ぞ 

ま
そ
ほ
掘
る
岡 

こ
も
た
た
み 

平
群
が
あ
そ
が
鼻
の
へ
を
掘
れ 



な
ど
と
あ
り
、
仏
像
づ
く
り
に
朱
砂
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
さ
れ
る
。
奈
良
の
大
仏
建
立
に
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
鍍
金
が
使
用
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
が
、
一
部
「
丹
生
＝
水
銀
」
あ
る
い
は
「
ニ
ウ
ツ
ヒ
メ
＝
ミ
ヅ
ガ
ネ
ヒ
メ
」

と
い
う
こ
と
に
対
す
る
異
論
や
水
銀
濃
度
を
計
測
し
た
松
田
氏
の
手
法
を
疑
似
科
学
と
批
判
す
る
向
き
も
あ
る
の
で
こ
れ
以
上
深
入
り

は
し
な
い
。 

 
 
 
 

イ
、「
丹
生
神
社
」
に
つ
い
て 

 

丹
生
神
社
は
全
国
に
八
十
八
社
、
丹
生
都
比
売
を
祀
る
神
社
は
百
八
社
、
摂
末
社
も
入
れ
る
と
百
八
十
社
を
超
え
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

(

「
丹
生
都
比
売
神
社
由
緒
記
」
に
よ
る)

そ
し
て
「
丹
生
都
比
売
神
社
」
が
そ
の
本
社
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
考
察
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
茲
で
の
本
題
で
あ
る
「
丹
生
川
上
神
社
」
と
「
丹
生
神
社
」
の
混
同
、
御
祭
神
の
変
化
も
あ
る
。
松
田
氏
は
「
丹
生
神
社
に

は
、
ミ
ズ
ハ
ノ
メ
が
併
祀
さ
れ
、
や
が
て
古
来
の
祭
神
ニ
ウ
ヅ
ヒ
メ
は
、
廂
を
貸
し
て
母
屋
ま
で
占
領
さ
れ
る
始
末
と
な
っ
た
」「
も
ち
ろ

ん
丹
生
川
上
神
社
に
シ
ナ
的
な
雨
師
が
祀
り
こ
ま
れ
た
の
は
、
そ
の
後
の
事
で
、
お
そ
ら
く
は
平
安
朝
の
前
期
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」

「
丹
生
神
社
と
丹
生
川
上
神
社
と
の
完
全
な
混
同
・
同
視
の
風
潮
に
助
け
ら
れ
て
、
祭
神
の
変
化
が
他
の
丹
生
神
社
に
ま
で
伝
染
」
し
た

と
述
べ
こ
れ
を
「
丹
生
神
社
の
大
和
系
変
化
」
と
述
べ
て
い
る
。『
二
十
二
社
註
式
』
に
は
「
水
神
罔
象
女
神
伊
弉
諾
尊
化
生
成 

或
云
闇

龗
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。 

 

松
田
氏
の
説
な
ど
を
参
考
に
纏
め
る
と
、
水
銀
の
神
ニ
ウ
ヅ
ヒ
メ
→
水
の
神
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
→
雨
の
神
オ
カ
ミ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

農
耕
社
会
の
発
展
と
共
に
水
の
神
が
雨
の
神
と
な
り
「
祈
雨
・
止
雨
」
の
神
と
し
て
黒
毛
・
白
毛
の
馬
を
奉
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
因
み
に
ニ
ウ
ヅ
ヒ
メ
に
高
野
明
神
が
併
祀
さ
れ
て
い
く
の
を
「
丹
生
神
社
の
紀
州
系
変
化
」
と
し
て
い
る
。(

『
丹
生
の
研
究
』) 

「
丹
生
川
上
雨
師
」
の
言
葉
が
史
書
に
載
る
の
は
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
五
月
壬
寅
（
二
十
一
日
）
条
で
あ
る
。 

 
 
 
 

ウ
、「
丹
生
川
上
神
社
」
創
建
伝
承 

丹
生
社 

號
雨
師
社
延
喜
神
祇
式
云
、
大
和
国
吉
野
郡
丹
生
川
上
神
社 

水
神
罔
象
女
神
伊
弉
諾
尊
化
生
成 

或
云
闇
龗 



人
皇
四
十
代
天
武
天
皇
白
鳳
四
年
乙
亥
御
垂
跡
、
當
社
爲
二

大
和
之
別
社
一

、
見
二
延
喜
格
一

、
不
レ

聞
二

人
聲
一

之
深
山
、
立
二

我
宮
柱
一

、
以
敬

禮
者
、
爲
二

天
下
一

降
二

甘
雨
一

止
二

霖
雨
一

者 
(

『
二
十
二
社
註
式
』
古
事
類
苑
神
祇
部
四 

吉
川
弘
文
館 

昭
和
五
十
二
年
印
刷) 

 

太
政
官
符 

應
レ

禁
―

二

制
大
和
国
丹
生
川
上
雨
師

ア

マ

シ

神
社
界
地
一

事 

四
至 

東
限
二

塩
匂

シ
ホ
ニ
ホ
ヒ

一 
南
限
二

大
山
峯
一 

西
限
二

板
浪
瀧
一 

北
限
二

猪
鼻
瀧
一(

中
略) 

 

寛
平
七
年
六
月
廿
六
日(

『
類
聚
三
大
格
巻
一
』) 

 
 
 
 
 
 

エ
、「
官
幣
大
社
列
格
」
に
つ
い
て 

明
治
四
年(

一
八
七
一)

丹
生
村(

現
下
市
町)
の
神
社
が
「
官
幣
大
社
丹
生
川
上
神
社
」
と
な
る
。(

小
中
村
清
矩
の
勘
文
に
よ
る)

し
か
し
、

寛
平
七
年(

八
九
五)

の
四
至
に
あ
た
る
地
名
が
な
い
と
少
宮
司
江
藤
真
澄
が
主
張
し
明
治
七
年
六
月
「
勘
文
」
を
提
出
。
迫
村(

現
川
上

村)

の
高
龗
神
社
を
「
奥
宮
」
、
丹
生
村
の
神
社
を
口
の
宮
と
す
る
。
明
治
二
十
九(

一
八
九
六)

年
、
内
務
省
告
示 

奥
宮
を
上
社
、
口
の

宮
を
下
社
と
す
る
。 

大
正
四
年
、
小
川
村(

現
東
吉
野
村)

の
「
蟻
通
神
社
」
が
「
丹
生
川
上
神
社
」
と
す
る
森
口
奈
良
吉
『
丹
生
川
上
神
社
考
』 

大
正
十
一
年(

一
九
二
二)

祭
神
増
加
の
形
で
「
丹
生
川
上
神
社
中
社
」
と
す
。
社
務
所
は
中
社
に
お
き
宮
司
、
祢
宜
以
下
中
社
に
て
社
務

を
執
る
。
下
社
に
は
主
典
二
名
、
上
社
に
は
主
典
一
名
を
お
き
、
祭
り
に
な
れ
ば
中
社
か
ら
宮
司
、
祢
宜
以
下
が
参
向
し
た
。
官
幣
も
中

社
に
は
例
祭
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
と
幣
帛
供
進
使
が
参
向
し
た
が
、
上
社
、
下
社
は
例
祭
の
み
と
な
っ
た
。(

の
ち
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
も
参

向
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た) 



戦
後
は
三
社
そ
れ
ぞ
れ
別
法
人
と
な
っ
た
。
中
社
は
「
丹
生
川
上
神
社
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。 

更
に
は
「
上
社
」
は
平
成
十
年
、
「
大
滝
ダ
ム
」
建
設
に
際
し
元
の
吉
野
川
沿
い
か
ら
山
上
に
遷
座
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

オ
、「
考
証
」
に
つ
い
て 

先
ず
、「
上
社
説
」
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
「
上
社
説
」
は
『
大
日
本
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
説
が
嚆
矢
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。(

史
料
①
『
大
日
本
史
』
巻
二
五
二 

源
光
圀
編 

徳
川
総
子 

明
治
三
十
九
～
四
十
発
行) 

矢
張
り
丹
生
村
付
近
に
四
至
の
地
名
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
上
社
が
元
だ
と
主
張
。 

古
老
の
説
と
し
て
「
丹
生
社(

上
社)

の
鳥
居
が
洪
水
で
流
れ
着
い
た
と
こ
ろ
が
下
社
だ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
江
藤
説
で
は 

「
四
至
」
に
つ
い
て
地
名
考
証
を
行
い 

東
限
鹽
匂(

シ
ホ
ニ
ホ
ヒ)

「
匂
」
ハ
「
勾
」
ノ
誤
ニ
テ
「
勾
」
ヲ
「
和
」
ト
読
。
酒
勾
川
ノ
例
ア
リ 

故
ニ
「
入
之
波
」
社
頭
ヨ
リ
四
里
程 

南
限
大
山
峰 

大
峰
山
ノ
事 

西
限
板
浪
瀧 

未
詳 

北
限
猪
鼻
瀧 

萩
原
村
ニ
「
猪
鼻
山
」
と
云
フ
山
ア
リ(

「
大
和
国
吉
野
郡
丹
生
川
上
神
社
所
在
勘
文
」
写
し
丹
生
川
上
神
社
文
書) 

と
し
た
。 

元
来
こ
の
神
社
は
「
高
龗
神
社
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
石
灯
篭
に
は
「
丹
生
大
神
宮
」
銘(

宝
暦
十
年
一
七
六
〇)

「
十
二
社
大
権
現
」
銘

の
も
の
が
あ
る
。
江
戸
期
以
前
に
は
「
水
神
さ
ん
の
祠
」
と
い
う
伝
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
氏
子
は
二
カ
大
字
で
あ
っ
た
が
、「
丹
生
川
上

神
社
」
で
は
な
い
か
と
の
説
の
高
ま
り
共
に
二
十
四
カ
大
字
と
な
っ
た
。 

次
に
中
社
説(

森
口
奈
良
吉)

の
典
拠
で
あ
る
が 

一
、
丹
生
川
上
の
地
形
が
万
葉
の
和
歌
に
一
致
し
、
い
ま
な
お
丹
生
峰
の
名
が
あ
る
こ
と
。 



二
、
社
地
は
寛
平
七
年(

八
九
五)

の
太
政
官
符
に
記
載
せ
る
四
至(

東
限
鹽
匂
、
南
限
大
山
峰
、
西
限
板
浪
瀧
、
北
限
猪
鼻
瀧)

と
一
致
す

る
こ
と
。 

三
、
官
幣
大
社
春
日
神
社
の
古
文
書
「
宇
陀
郡
田
地
帳
」
に
よ
り
、
吉
野
郡
小
川
村
に
「
雨
師
明
神
」
が
あ
っ
た
こ
と
。 

四
、
優
秀
な
藤
原
時
代
の
御
神
体
が
多
数
あ
る
こ
と
。 

五
、
丹
生
社
の
銘
が
あ
る
弘
長
三
年(

一
二
六
三)

の
石
灯
篭
が
あ
る
こ
と 

六
、
慶
安
三
年(
一
六
五
〇)

の
丹
生
宮
造
営
の
棟
札
が
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。 

「
上
社
説
」
検
証 

先
ず
「
上
社
説
」
か
ら
検
証
す
る
。
そ
も
そ
も
「
鹽
匂
」
は
「
シ
ホ
ニ
ホ
ヒ
」
と
仮
名
ま
で
打
っ
て
あ
る
の
に
、「
匂
」
は
「
勾
」
の
誤
字

で
あ
る
と
推
測
し
、
そ
れ
を
「
入
之
波
」
に
当
て
は
め
る
の
は
結
論
か
ら
地
名
を
導
い
た
感
が
あ
る
。「
シ
ホ
ニ
ホ
ヒ
」
が
何
処
か
結
論
付

け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
吉
野
近
辺
だ
け
で
も
「
入
野
」(

シ
ホ
ノ)

も
「
潮
生
淵
」(

シ
ホ
ヒ
フ
チ)

ま
た
大
淀
町
下
渕
も
「
シ
オ
ブ
チ
」

の
な
ま
り
だ
と
い
う
説
ま
で
あ
る
。
特
に
「
潮
生
淵
」(

シ
ホ
ヒ
フ
チ)

は
大
名
持
神
社
の
前
の
吉
野
川
を
さ
し
、
毎
年
六
月
晦
潮
水
が
湧

く
と
い
わ
れ
て
い
る
有
名
な
地
で
あ
る
。
今
日
で
も
「
オ
ナ
ン
ジ
詣
り
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
菅
谷
文
即
氏
の
説
で
は
こ
れ
ら
の
場
所
に

は
岩
塩
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
潮
水
が
わ
く
と
い
う
の
も
そ
の
関
係
で
は
な
い
か
と
い
う
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

『
聖

地
吉
野
の
誕
生
』) 

 

ま
た
、『
大
日
本
史
』
の
説
は
吉
野
川
本
流
に
位
置
す
る
「
現
上
社
」
の
鳥
居
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
と
し
て
も
、
吉
野
川
支
流
で
あ
る
丹

生
川
の
、
し
か
も
本
流
と
の
合
流
地
点
か
ら
か
な
り
さ
か
の
ぼ
る
「
現
下
社
」
に
流
れ
着
く
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で
、
お
そ
ら
く
現

五
條
市
西
吉
野
大
日
川
に
鎮
座
す
る
「
大
日
川
丹
生
神
社
」(

『
大
和
志
』
掲
載
の
「
丹
生
神
祠
」
二
の
う
ち
の
一
つ)

に
「
現
下
社
の
鳥

居
の
扁
額
が
流
れ
着
い
た
」
と
す
る
こ
と
と
の
混
同
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

上
社
の
旧
社
地
を
調
査
し
て
橋
本
裕
行
那
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
総
括
研
究
員
は
仮
説
と
し
て
、
元
々
の
丹
生
川
上
神
社
は
上



社
で
あ
っ
た
が
、
中
世
、
後
述
す
る
小
川
氏
が
力
を
つ
け
灯
篭
な
ど
も
中
社
に
移
転
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
出
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
決
定
的
な
事
と
し
て
同
じ
橋
本
氏
が
「
宮
の
平
遺
跡
調
査
成
果
に
つ
い
て
」
と
発
表
し
た
中
に
旧
上
社
鎮
座
地
の
遺
跡
と
し

て
第Ⅱ
期
と
し
て
「
こ
の
上
に
は
お
社
は
建
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
遺
構
は
、
出
土
土
器
な
ど
か
ら
十
一

世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
第Ⅲ

期
と
し
て
「
十
二
世
紀
の
終

わ
り
頃
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
、
つ
ま
り
平
安
時
代
の
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
頭
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
頃
に
初
め
て
社
殿
が
建
立
さ

れ
、
以
後
同
一
位
置
で
連
綿
と
造
替
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
」(

前
掲
『
聖
地
吉
野
の
誕
生
』)

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

「
宮
の
平
遺
跡
」
す
な
わ
ち
上
社
の
位
置
に
は
少
な
く
と
も
「
延
喜
式
」
完
成
当
時
の
延
長
五
年(

九
二
七
年)

に
は
社
殿
が
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

上
社
の
旧
鎮
座
地
す
な
わ
ち
「
宮
の
平
遺
跡
」
で
あ
る
が
こ
こ
は
調
査
の
結
果
、
神
社
遺
構
の
さ
ら
に
下
か
ら
縄
文
時
代
の
遺
跡
、
遺

構
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
環
状
配
石
遺
構
群
」
で
「
縄
文
時
代
の
人
々
は
、
ど
う
も
盛
ん
に
石
を
使
っ
て
、
何
ら
か
の
祭
祀
行
為
を

繰
り
広
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
る
。」(

前
掲
『
聖
地
吉
野
の
誕
生
』
橋
本
氏)

そ
し
て
そ
れ
と
丹
生
川
上
神
社
上
社
は
た
ま

た
ま
偶
然
重
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
私
も
平
成
十
年
に
上
社
に
参
拝
し
た
際
、
現
在
の
境
内
か
ら
旧

社
地
を
眺
め
な
が
ら
当
時
の
三
苫
宮
司
か
ら
「
こ
の
神
社
は
も
と
も
と
吉
野
川
対
岸
の
磐
座
を
拝
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
と
説
明
を
受

け
た
。
旧
社
殿
は
南
北
の
線
か
ら
右
に
四
十
五
度
振
れ
て
い
た
。
社
殿
と
磐
座
と
神
奈
備
が
一
直
線
に
並
ん
で
い
る
。
確
か
に
「
聖
地
」

で
あ
る
。
た
だ
し
「
上
社
」
は
元
「
高
龗
神
社
」
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
雨
師
」「
龗
神
」
の
流
行
し
た
平
安
時
代
、
祈
雨
の
た
め
吉
野
川

本
流
の
地
点
に
祀
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
発
掘
調
査
の
結
果
で
あ
る
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
初
め
て
社
殿
が
建
立

さ
れ
た
と
い
う
事
実
と
も
一
致
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
は
延
喜
式
の
「
丹
生
川
上
神
社
」
で
派
内
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
中
社
説
」
検
証 

 

次
に
「
中
社
説
」
の
検
討
に
入
る
。
こ
の
説
の
特
徴
は
「
丹
生
川
上
神
社
」「
神
武
天
皇
親
祭
の
丹
生
川
上
」「
鳥
見
の
霊
畤
」「
吉
野
離



宮
」
す
べ
て
が
こ
の
地
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
逆
に
言
う
と
一
つ
崩
れ
て
く
る
と
す
べ
て
が
崩
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
も

な
る
。 

一
の
「
地
形
」
云
々
は
特
に
「
吉
野
離
宮
御
小
川
説
」
に
も
関
連
す
る
。 

東
の 
瀧
の
御
門
に 

伺
侍
へ
ど 

昨
日
も
今
日
も 

召
す
こ
と
も
な
し 

巻
二 

一
八
四 

瀧
の
上
の
三
船
の
山
ゆ
秋
津
邊
に
来
な
き
わ
た
る
は
誰
呼
小
鳥 

吾
が
行
き
は
久
に
あ
ら
じ
夢
の
回
淵
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
し
も
あ
ら
も  

大
友
旅
人 

 
 
 
 
 

巻
三 

三
三
五 

告
い
の
ち
も
常
に
も
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
河
を
行
き
て
見
ん
た
め 

昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
弥
清
け
く
な
り
に
け
る
か
も 

「
東
の
瀧
」「
象
の
小
川
」「
三
船
の
山
」「
夢
の
回
淵
」
は
す
べ
て
「
中
社
」
近
辺
に
あ
る
地
名
で
あ
る
と
す
る
が
、「
東
の
滝
」
は
草
壁

皇
子
の
飛
鳥
に
あ
っ
た
「
東
の
宮
殿
」
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
川
の
激
流
を
擬
す
る
庭
園
設
備
が
存
在
し
、
た
ぎ
ち
流
れ
る
水
の
落
差
、

す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
地
形
の
う
え
に
庭
園
が
造
ら
れ
た
。 

水
は
飛
鳥
川
の
上
流
か
ら
引
き
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
更
に
「
象
の
小
川
」「
夢
の
回
淵
」「
三
船
の
山
」
す
べ
て
「
吉
野
離
宮
」
最
有
力
説
と
さ
れ
る
吉
野
町
宮
瀧
付
近
に
同
様
の
地
名
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
「
地
形
」
は
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。(

た
だ
し
同
様
に
完
全
に
否
定
も
で
き
な
い
が) 

二
、
四
至
に
つ
い
て 

 

「
東
限 

鹽
匂
」
を
や
は
り
「
匂
」
を
「
勾
」
の
誤
字
と
し
「
四
郷
村(

現
東
吉
野
村)

大
字
大
豆
生
の
塩
和
田
で
あ
る
と
し
た
。
ち
ょ
う

ど
こ
の
「
塩
和
田
」
を
境
に
し
て
こ
こ
よ
り
下
は
「
蟻
通
神
社(
現
中
社)

」
の
そ
し
て
上
は
「
八
幡
神
社
」
の
氏
子(

大
豆
生
、
大
字
麦
谷
、

麦
谷
の
中
の
大
又
の
三
区
で
「
三
谷
区
」
と
い
う
そ
こ
の
「
三
谷
区
」
の
氏
神
で
「
大
豆
生
」
に
鎮
座)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
。 

「
北
限 

猪
鼻
瀧
」 

小
川
村
と
高
見
村(

ど
ち
ら
も
現
東
吉
野
村)

の
境
界
で
「
上
社
説
」
に
も
借
用
さ
れ
た
。 

「
南
限 

大
山
峰
」 

川
上
村
と
の
境
界
、
頂
上
に
「
大
山
」
の
名
あ
り 



「
西
限 

板
浪
瀧
」 

国
栖
と
の
境
「
イ
ト
サ
ミ
」 

す
な
わ
ち
「
蟻
通
神
社
」(

現
中
社)

の
氏
子
区
域
の
境
界
線
で
あ
る
が
地
名
は
付
会
も
あ
り
決
定
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
は
「
上

社
説
」
も
同
様
。 

三
、
は
後
に
回
し
て
四
、「
藤
原
時
代
の
優
秀
な
ご
神
体
が
数
多
く
あ
る
こ
と
」
五
、「
丹
生
社
の
銘
の
あ
る
弘
長
三
年
銘
の
石
灯
篭
が
あ

る
こ
と
」
六
、「
慶
安
三
年
丹
生
宮
の
棟
札
が
あ
る
こ
と
」
の
三
点
に
つ
い
て
、
確
か
に
優
秀
な
ご
神
体
が
何
点
か
存
在
し
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
中
で
も
「
罔
象
女
神
」
の
ご
神
像
と
さ
れ
る
も
の
、
灯
篭
、
棟
札
の
三
点
は
現
在
の
中
社
で
あ
る
「
蟻
通
神
社
」
で
は
な
く
現
在

は
摂
社
と
な
っ
て
い
る
「
丹
生
神
社
」
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
森
口
氏
は
慶
安
三
年(

一
六
五
〇)

に
「
川
南
の
「
本
宮
山
」
に
丹
生
宮

を
新
造
し
、
ご
神
体
を
蟻
通
神
社
か
ら
下
遷
宮
し
て
直
ち
に
新
建
の
丹
生
社
に
遷
宮
し
蟻
通
神
社
の
御
神
体
を
別
に
祭
っ
た
の
で
、
こ
こ

に
蟻
通
と
丹
生
と
別
々
の
神
社
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
下
遷
宮
」
と
は
「
仮
殿
遷
座
祭
」
の
「
上
遷
宮
」
と

は
「
本
殿
遷
座
祭
」
の
事
で
あ
る
の
に
曲
解
或
は
故
意
に
意
味
を
変
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
森
口
氏
の
説
は
何
ら
文
献
に
根
拠

が
な
い
想
像
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
「
丹
生
神
社
」
は
通
称
「
本
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
『
大
和
志
』(

『
日
本
與
地
通
志
畿
内
部
巻
第
二

十
』)

に
「
丹
生
神
祠
」
と
し
て
「
小
村
に
あ
り
小
川
荘
七
村
相
共
に
祭
祀
す
。
上
梁
文
に
丹
生
大
神
宮
応
仁
二
年(

一
四
六
八)

重
修
、
又

云
文
明
二
年(

一
四
七
〇)

四
月
神
主
従
五
位
上
中
務
少
輔
藤
原
弘
光
重
修
」
と
あ
り
森
口
氏
は
「
当
時
か
か
る
高
官
の
神
主
が
い
た
こ
と

が
こ
の
神
社
の
普
通
で
な
い
こ
と
が
能
く
知
ら
れ
る
」
と
も
述
べ
る
。
し
か
し
、
又
「
こ
の
弘
光
は
上
月
記
や
赤
松
再
興
記
に
出
て
い
る

長
碌
二
年(

一
四
五
八)

八
月
後
南
朝
神
璽
奉
還
に
力
を
致
し
た
小
川
中
務
少
輔
の
こ
と
で
小
川
城
主
で
も
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
「
中
務
少
輔
」
に
な
っ
た
の
は
神
璽
奪
還
に
よ
っ
て
の
事
で
あ
る
。(

長
碌
二
年
当
時
は
左
衛
門
尉
、
寛
正
二
年
に
中
務
少
輔
と
記
さ

れ
て
い
る)

※(

大
乗
院
寺
社
雑
事
記)

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
丹
生
神
主
小
川
」(

同)

の
官
位
が
高
い
の
は
神
璽
奪
還
の
功
に
よ
る
も
の
で
、

社
格
と
は
無
関
係
で
あ
る
。 

そ
し
て
、「
蟻
通
神
社
」
と
「
改
称
」
さ
れ
た
の
は
丹
生
都
比
売
神
社
に
倣
っ
て
の
こ
と(

『
正
應
六
年
太
政
官
符
』(

『
続
群
書
類
従
第
三



輯
下 

塙
保
己
一 

大
正
十
年
三
月
十
日
発
行)

)

と
す
る
が
、
延
宝
七
年(

一
六
七
九)

『
小
村
検
地
帳
抄
』(

「
小
区
有
文
書
」)

に
「
右

之
外
除
地
」
と
し
て
「
一
、
弐
反
三
畝
弐
拾
三
歩
四
十
七
間
三
尺
拾
五
間 

村
中
氏
神
蟻
通
明
神 

境
内
社
有
之 

是
者
八
十
五
年
以
前

文
禄
四
未
年
八
嶋
久
兵
衛
検
地
之
節
除
地
紛
無
之
付
此
度
除
之 

一
、
四
町
歩
百
弐
拾
間
百
間 

右
境
内
山 

是
者
八
十
五
年
以
前
文
禄

四
未
年
八
嶋
久
兵
衛
検
地
之
節
除
地
紛
無
之
付
此
度
除
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
禄
四
年(

一
五
九
六)

太
閤
検
地
の
際
、

「
蟻
通
神
社
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
森
口
氏
の
「
慶
安
三
年
に
蟻
通
神
社
と
改
称
」
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
更
に
こ
の
小
川
氏
に
つ
い
て
、
森
口
説
を
は
じ
め
多
く
の
人
が
「
丹
生
神
主
」
を
「
丹
生
川
上
神
社
の
神
主
」
と
し
て
い
る
が
、

「
長
碌
三
年(

一
四
五
八)
三
月
二
十
三
日 

槙
三
十
三
本
進
之 

彼
小
川 

当
門
跡
の
坊
人
な
り
」(

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
東
吉
野

村
史
史
料
編
下
巻 

東
吉
野
村
村
史
編
纂
委
員
会 

平
成
二
年
九
月
一
日
発
行
に
よ
る)

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
又
、
延
徳
三
年(

一
四
九

一)

十
一
月
十
八
日
の
と
こ
ろ
に
「
吉
野
小
川
丹
生
神
主
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
丹
生
神
主
」
の
「
丹
生
」
で
あ
る
が
こ
れ
は
丁

度
大
和
志
に
式
外
と
し
て
「
丹
生
神
祠
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る(

参
考
史
料
②)

「
丹
生
神
社
」
の
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
永
禄

八
年(

一
五
六
五)

に
小
川
弘
栄
が
そ
の
息
子
の
弘
久
を
家
督
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
神
祇
官
の
吉
田
家
に
神
道
目
録
の
伝
授
を
請
う
た
。
こ

こ
で
す
で
に
春
日
社
興
福
寺
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
」(

『
奈
良
県
の
歴
史
』
永
島
福
太
郎 

山
川
出
版
社
昭
和
四
六
年)

と
あ

る
。
結
論
か
ら
言
う
と
こ
の
小
川
氏
は
地
方
武
士
と
い
う
面
と
興
福
寺
大
乗
院
の
坊
人
か
ら
吉
田
家
支
配
下
の
神
職
と
い
う
こ
と
に
な
り

「
二
十
二
社
」
で
あ
る
「
丹
生
川
上
神
社
」
の
神
職
と
は
考
え
難
い
。 

 

中
社
陞
格
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
が
三
の
「
宇
陀
郡
田
地
帳
」
で
あ
る
。
大
正
十
年
十
一
月
春
日
若
宮
本
殿
遷
座
祭
の
為
参
向
し
た
内

務
省
の
宮
地
直
一
考
証
官
は
森
口
奈
良
吉
春
日
神
社
祢
宜
と
こ
の
田
地
帳
に
あ
っ
た
「
一
、
雨
師
荘
田
五
町
吉
野
郡
小
何(

河)

雨
師
明
神

領
」(

『
春
日
神
社
文
書
』
官
幣
大
社
春
日
神
社
社
務
所 

昭
和
十
七
年
十
二
月
二
十
日
発
行)

と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
偶
々
発
見
、「
之
は

先
ほ
ど
ま
で(

宮
地)

博
士
の
主
張
し
た
多
年
学
会
の
問
題
と
な
っ
て
居
る
神
武
天
皇
親
祭
の
丹
生
川
上
が
こ
の
雨
師
だ
と
い
う
説
を
全

く
否
定
し
て
、
小
川
の
丹
生
川
上
雨
師
神
社(

蟻
通
神
社)

の
神
領
か
ら
来
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
。」(

『
丹
生
川
上
神
社
昇
格
記
』 

森



口
奈
良
吉 

昭
和
三
十
五
年 

船
津
弥
八
郎)

そ
し
て
翌
大
正
十
一
年
、「
郷
社
蟻
通
神
社
」
は
「
郷
社
丹
生
川
上
神
社
」
と
改
称
の
上
「
官

幣
大
社
丹
生
川
上
神
社
中
社
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
際
の
宮
地
考
証
官
と
森
口
祢
宜
の
感
激
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か

こ
れ
以
上
の
精
緻
な
調
査
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。 

「
雨
師
荘
」
は
建
久
二
年(

一
一
九
一)

『
長
講
堂
所
領
注
文
』
貞
応
三
年(

一
二
二
四)

『
宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王
所
領
目
録
』
建
治
二
年

(

一
二
七
六)
『
吉
田
経
俊
処
分
状
案
』
延
慶
四
年(

一
三
一
一)

『
伏
見
上
皇
院
宣
案
』
応
永
十
四
年(

一
四
〇
七)

『
長
講
堂
領
目
録
』
に

「
大
和
国
雨
師
社
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
長
講
堂
領
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
三
箇
院
家
抄
』
に
「「
雨
師
荘
長
享
二
年(

一
四

八
八)

多
武
峰
収
納
帳
ハ
」
と
あ
り
更
に
『
大
乗
院
諸
雑
事
記
』
に
は
延
徳
三
年(

一
四
九
一)

初
め
て
小
川
氏
が
雨
師
荘
の
年
貢
を
納
め

な
い
と
い
っ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
宇
陀
郡
の
雨
師
荘
は
長
講
堂
領
か
ら
多
武
峰
領
、
そ
し
て
吉
野
小

川
雨
師
明
神
領
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
十
五
世
紀
の
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
小
川
の
丹
生
神
社
と
雨

師
の
丹
生
社
と
の
関
連
も
こ
こ
に
端
を
発
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
小
川
雨
師
明
神
領
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
は
小
川
氏

の
勢
力
増
大
、
多
武
峰
と
の
長
年
に
亘
る
抗
争
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
て
、
こ
の
「
雨
師
社
」
は
延
喜
式
の
「
大
和
国
宇
陀
郡 

丹
生
神
社
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
日
本
書
紀
」
記
載
の
神
武
天
皇
親

祭
の
「
菟
田
の
朝
原
」
は
こ
こ
で
あ
る
と
す
る
説
が
多
数
で
あ
る
。
し
か
し
異
説
も
あ
る
。「
丹
生
神
社
」
は
水
銀
の
神
、
す
な
わ
ち
「
丹

生
都
比
売
」
は
「
み
づ
が
ね
ひ
め
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
松
田
壽
男
氏
は
『
丹
生
の
研
究
』
で
大
和
水
銀
鉱
山
に
隣
接
す
る
菟
田
野
町(

現

宇
陀
市)

の
入
谷(

元
は
丹
生
谷
と
書
い
た)

に
あ
る
「
丹
生
神
社
」
附
近
こ
そ
が
神
武
天
皇
親
祭
の
場
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
松

田
氏
も
式
内
社
は
雨
師
の
方
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。 

「
中
社
」
は
現
在
摂
社
と
な
っ
て
い
る
「
丹
生
神
社
」
と
「
丹
生
川
上
神
社
」
の
混
同
、
又
「
丹
生
神
社
」
と
「
蟻
通
神
社
」
の
混
同

に
よ
っ
て
「
蟻
通
神
社
」
が
「
丹
生
川
上
神
社
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
或
は
意
図
的
に
混
同
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。「
丹
生
神
社
」
の
祭
神

は
「
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
の
神
」
で
あ
り
、「
蟻
通
神
社
」
は
恐
ら
く
「
蟻
通
明
神
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
明
治
に
な
っ
て
「
蟻
通
明
神
」
で
は



具
合
が
悪
い
の
で
蟻
通
の
説
話
は
開
化
天
皇
の
御
代
で
あ
る
と
し
て
祭
神
も
開
化
天
皇
と
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
泉
佐

野
市
の
蟻
通
神
社
は
「
大
国
主
神
」
田
辺
市
の
「
蟻
通
神
社
」
は
「
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
」
か
つ
ら
ぎ
町
は
「
思
兼
神
」
と
そ
れ
ぞ

れ
で
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
川
村
の
「
蟻
通
神
社
」
は
境
内
神
社
に
「
大
国
主
神
」「
春
日
大
明
神(

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト)

」

も
祀
り
、
現
在
で
は
「
思
兼
神
」
を
も
祀
っ
て
い
る
の
は
面
白
い
。 

慶
安
三
年(
一
六
五
〇)

「
丹
生
宮
造
営
上
棟
文
」(

丹
生
川
上
神
社
蔵)

に
よ
れ
ば
「
大
祢
宜
」
三
名
「
祢
宜
」
三
名
の
名
前
が
あ
る
。

繰
り
返
す
が
こ
の
「
上
棟
札
」
は
「
丹
生
神
社
」
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

一
方
、
江
戸
時
代
の
「
蟻
通
神
社
」
の
方
は
『
宝
暦
九
年(

一
七
五
九)

小
村
神
社
取
調
書
上
控
』(

小
区
有
文
書)

に
よ
れ
ば
「
神
主
之

儀
者
別
当
地
向
と
申
僧
相
勤
申
候
、
社
人
之
儀
者
氏
子
之
内
老
年
代
り
〱
ニ
相
務
申
候
」
と
別
当
と
氏
子
の
代
表
者
が
勤
め
た
よ
う
で
あ

り
と
て
も
二
十
二
社
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
今
日
に
お
い
て
も
大
字
小
に
は
「
年
豫
」
の
制
度
が
あ
り
一
年
間
氏
子
の
代
表
者
が
神
事

の
為
に
餅
を
搗
く
等
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。 

今
回
、
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
が
森
口
説
は
丹
生
川
上
神
社
、
吉
野
離
宮
、
神
武
天
皇
親
祭
の
丹
生
川
上
、
鳥
見
の
霊
畤
す
べ
て
が
こ

の
附
近
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
「
「
宮
瀧
遺
跡
が
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
吉
野
宮
・
吉
野
離
宮
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
長

い
研
究
史
と
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
も
は
や
疑
う
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
」(

『
増
補
吉
野
町
町
史
』)

と
さ
れ
、
神
武
天
皇
親

祭
の
丹
生
川
上
に
つ
い
て
も
「
ま
た
『
丹
生
の
川
上
』
と
あ
る
た
め
か
、
奈
良
県
吉
野
郡
『
丹
生
川
上
神
社
』
の
場
所
と
さ
れ
る
が
、
文

脈
上
、
吉
野
郡
に
求
む
べ
き
理
由
は
な
く
、
そ
の
社
も
上
社
・
中
社
・
下
社
の
い
ず
れ
の
地
と
も
決
定
で
き
な
い
。
文
脈
か
ら
い
え
ば
、

神
武
天
皇
の
拠
点
は
宇
陀
郡
宇
賀
志
、
し
か
も
次
に
「
彼
そ

の
菟
田
川
…
」
と
あ
る
か
ら
「
丹
生
の
川
」
は
菟
田
川
の
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
上
流
が
丹
生
の
地(

榛
原
町
大
字
雨
師
に
延
喜
式
内
社
丹
生
神
社
が
そ
の
名
を
残
す)

で
あ
る
か
ら
菟
田
川
を
「
丹
生
の
川
」

と
称
し
た
と
考
え
る
。
」(

『
日
本
書
紀
』
頭
注 

西
宮
一
民
著 

小
島
憲
之
補 

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２ 

一
九
九
四
年
四

月
二
〇
日)

と
あ
る
よ
う
に
本
文
を
そ
の
ま
ま
読
む
限
り
は
「
丹
生
川
上
」
は
宇
陀
説
が
優
位
で
あ
る
。(

た
だ
し
前
掲
の
如
く
同
じ
宇
陀



郡(

現
宇
陀
市)

内
の
入
谷
丹
生
神
社
附
近
説
も
あ
る)

さ
ら
に
鳥
見
の
霊
畤
は
桜
井
説
、
榛
原
説
、
富
雄
説
と
あ
る
が
今
日
で
は
桜
井
説

が
や
や
有
力
で
あ
る
。「
上
榛
原
、
下
榛
原
」
の
語
に
よ
っ
て
榛
原
説
が
有
力
な
よ
う
に
も
見
え
る
が
「
榛
原
」
は
近
世
以
前
は
「
灰
原
、

這
原
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
「
鳥
見
の
霊
畤
榛
原
説
」
に
よ
っ
て
こ
の
字
に
変
え
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。 

従
っ
て
森
口
説
の
い
う
と
こ
ろ
の
東
吉
野
が
丹
生
川
上
神
社
で
あ
り
吉
野
離
宮
で
も
あ
る
の
で
持
統
天
皇
は
た
び
た
び
行
幸
さ
れ
た

際
、
丹
生
川
上
神
社
に
お
い
て
祈
願
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
の
は
事
実
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
廣
瀬
、
龍
田
の
神
」
は
具

体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
名
前
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
「
吉
野
宮
に
行
幸
」
と
い
う
だ
け
で
丹
生
川
上
神
社
で
祈
願
と
い
う
の
も
お

か
し
な
話
で
は
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
社
は
小
川
郷
の
氏
神
、
郷
社
「
蟻
通
神
社
」
で
あ
り
、
文
治
元
年
泉
佐
野
の
蟻
通
神
社
か
ら
分
祠
と
い
う
こ
と
の

真
偽
は
さ
て
置
き
、「
大
和
三
大
祭
り
」
と
も
い
わ
れ
る
勇
壮
な
「
小
川
ま
つ
り
」
も
郷
社
と
し
て
の
祭
り
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
丹
生
川

上
神
社
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

「
下
社
説
」
検
証 

延
喜
式
に
「
大
和
国
吉
野
郡 

丹
生
川
上
神
社
」
と
記
さ
れ
、
淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
七
年(

七
六
三)

か
ら
宝
徳
二
年(

一
四
五
〇) 

ま
で

九
十
六
回
奉
幣
が
行
わ
れ
た
。
文
明
四
年(

一
四
七
二)
中
断(

「
親
長
卿
記
」)

さ
れ
て
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
、
朝
廷
も
衰
微
し
奉
幣
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
寛
永
十
五
年(

一
六
三
八)
か
ら
正
保
二
年(

一
六
四
五)

ま
で
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
林
羅
山

『
本
朝
神
社
考
』
に
は
丹
生
明
神
の
項
は
あ
る
も
の
の
所
在
地
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。(

よ
く
「
丹
生
社
は
所
在
不
明
」
と
記
さ
れ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い)

一
方
、
白
井
宗
因
『
神
社
啓
蒙
』 

寛
文
十
年(

一
六
七
〇))

に
は
「
丹
生 

丹

生
社
、
在
大
和
国
下
市
傍
山
中
」(

『
古
事
類
縁
神
祇
部
四
』
吉
川
弘
文
館 
昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
五
日
発
行)

と
詳
細
に
記
さ
れ
た
。 

扨
、
吉
野
時
代
の
『
新
葉
和
歌
集
』(

岩
波
書
店
岩
波
文
庫 

一
九
四
〇
年
一
一
月
二
九
日
第
一
刷)

に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る 



芳
野
の
行
宮
に
て
、
五
月
雨
晴
間
な
か
り
け
る
比
、
思
召[

し]

つ
づ
け
さ
せ
給[

う]

け
る 

 
 
 

後
醍
醐
天
皇
御
製 

こ
の
里
は
丹
生
の
川
上
程
ち
か
し
い
の
ら
ば
は
れ
よ
五
月
雨
の
そ
ら 

 

し
か
し
、
こ
の
和
歌
で
さ
え
「
上
社
」「
中
社
」
の
説
明
に
使
わ
れ
て
い
る
。
森
口
氏
は
「
ち
か
し
」
と
い
う
の
は
京
都
に
比
べ
て
近
い

と
い
う
意
味
と
ま
で
言
う
が
、
こ
こ
ま
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
牽
強
付
会
と
し
か
言
え
な
い
。
し
か
し
同
じ
和
歌
集
に
次
の
歌
が
載
っ
て
い

る
の
を
見
れ
ば
「
丹
生
河
」
が
何
処
か
明
白
と
な
る
。 

 
 

賀
名
生
の
行
宮
に
て
、
人
々
哥
よ
み
侍
る
中
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冷
泉
入
道
前
右
大
臣 

忘
れ
め
や
み
か
き
に
近
き
丹
生
河
の
な
が
れ
に
う
き
て
く
だ
る
秋
霧 

 
 

賀
名
生
皇
居
跡
と
い
う
の
は
現
在
の
五
條
市
西
吉
野
賀
名
生
の
「
堀
家
住
宅
」
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
「
丹
生
川
」
が
流
れ
て
い
る
。 

松
田
壽
男
氏
の
説
に
も
あ
る
が
「
延
喜
式
」
編
纂
当
時
に
「
丹
生
川
上
神
社
」
の
前
の
川
が
「
丹
生
川
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
証

拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
は
「
大
和
国
宇
智
郡 

丹
生
川
神
社
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
と
す
る
。
こ
の
神
社
は
現
在
で
は
衰
微
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
「
金
峰
山
に
源
を
発
す
る
丹
生
川
を
支
配
す
る
神
で
あ
ら
う
が
、
川
上

社
の
よ
う
に
雨
師
信
仰
が
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
閑
却
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
」(

「
日
本
固
有
民
俗
信
仰
」
松
岡
静
雄 

刀
江
書
院 

昭
和
十
六
年) 

 

し
た
が
っ
て
江
戸
時
代
宝
永
七
年(

一
七
一
〇)

中
御
門
天
皇
の
勅
使
が
差
遣
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
嘉
永
七
年(

一
八
五
四)

孝
明
天
皇

の
綸
旨
も
下
っ
た
。
明
治
四
年
に
な
っ
て
官
幣
大
社
に
列
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
掲
江
藤
少
宮
司
が
近
辺
に
四
至
の
地
名
が
な

い
こ
と
を
理
由
に
「
勘
文
」
の
提
出
と
な
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、「
地
名
」
と
い
う
も
の
ほ
ど
扱
い
に
く
い
も
の
は
な
い
。「
こ
じ
付
け
」「
合
理
化
」「
作
為
」
な
ど
が
ま
す
ま
す
問
題
を
複
雑

に
す
る
。
『
官
幣
大
社
丹
生
川
上
神
社
下
社
考
証
書
』(

奈
良
県
吉
野
郡
丹
生
川
上
史
跡
顕
彰
会 

昭
和
十
六
年
二
月
一
日)

と
い
う
書
籍



が
あ
る
。
こ
の
書
籍
に
よ
れ
ば
中
世
以
降
神
社
は
両
部
集
合
化
し
て
い
る
の
に
そ
ち
ら
の
研
究
が
足
ら
な
い
云
々
と
書
か
れ
た
本
で
難
解

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
下
社
説
に
立
っ
た
「
四
至
」
に
つ
い
て
「
南
限 

大
山
峰
」
は
「
山
上
ヶ
岳
」
す
な
わ
ち
「
大
峰
山
」
の
「
弥

山
」
と
し
た
。「
東
限 

鹽
匂
」
は
「
入
之
波
」「
西
限 

板
浪
瀧
」
は
所
在
不
明
で
あ
る
が
吉
野
と
高
野
山
の
境
界
線
上
で
あ
ろ
う
と
し

て
い
る
。「
北
限 

猪
鼻
瀧
」
は
吉
野
町
丹
治
付
近
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
説
に
せ
よ
、
平
安
時
代
か
ら
千
年
が
経
過
し
て
そ
の

地
名
を
探
し
当
て
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。 

 
 
 

結
論 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
様
々
な
点
か
ら
「
延
喜
式
内
社
と
し
て
の
丹
生
川
上
神
社
」
は
現
在
の
下
社
で
あ
る
と
考
え
る
。
江
戸
時
代
「
丹

生
大
明
神
社
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
神
社
は
松
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
元
来
「
ニ
ウ
ツ
ヒ
メ
」
を
祀
る
「
丹
生
神
社
」
で
あ
っ
た
が
神
武

天
皇
の
親
祭
に
よ
っ
て
「
水
の
神
」
と
し
て
「
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
」
を
祀
り
こ
み
「
ニ
ウ
ツ
ヒ
メ
」
は
追
い
や
ら
れ
た
。
更
に
は
「
雨
師
」
神

の
流
行
で
「
オ
カ
ミ
」
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
御
祭
神
の
変
遷
は
近
代
以

降
も
あ
つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
官
幣
大
社
列
格
当
初
「
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
」
を
祀
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
二
十
九
年
「
上
社
、
下

社
」
と
な
っ
た
際
上
社
の
祭
神
「
タ
カ
オ
カ
ミ
」
と
下
社
の
「
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
」
を
入
れ
替
え
、
更
に
大
正
十
一
年
、
中
社
陞
格
の
際
、
上

社
「
タ
カ
オ
カ
ミ
」
中
社
「
ミ
ヅ
ハ
ノ
メ
」
下
社
「
ク
ラ
オ
カ
ミ
」
と
入
れ
替
え
た
。
人
間
の
都
合
で
祭
神
が
変
わ
る
こ
と
は
歴
史
上
ま

ま
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
変
更
が
多
す
ぎ
る
き
ら
い
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

大
正
以
来
三
社
で
一
社
と
な
っ
た
が
戦
後
そ
れ
ぞ
れ
別
法
人
と
な
り
、
今
日
で
は
三
社
詣
り
な
ど
の
行
事
や
三
社
の
宮
司
が
一
堂
に
会

し
、
更
に
古
代
さ
な
が
ら
に
大
和
神
社
宮
司
が
奉
幣
の
為
に
参
向
し
て
の
祭
典(

水
祭)

、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
も
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
未
だ
に
下
社
氏
子
、
特
に
旧
社
家
に
は
中
社
、
小
川
村(

現
東
吉
野
村)

へ
の
恨
み
言
を
公
然
と
口
に
す
る
も
の
も
少
な

く
な
い
。「
小
川
に
一
度
で
も
住
ん
だ
奴
は
下
社
の
神
主
に
は
不
適
格
だ
」「
大
正
時
代
か
ら
の
う
ら
み
が
あ
る
」
と
。
神
社
の
研
究
は
や

や
も
す
れ
ば
信
仰
を
汚
す
事
に
も
な
り
か
ね
ず
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。「
そ
の
よ
う
な
研
究
な
ど
せ
ず
、
信
仰
に
生
き
よ
」「
ロ
マ



ン
が
あ
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
「
三
社
あ
っ
て
御
神
徳
も
三
倍
だ
」
と
い
う
意
見
も
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
。 

「
本
物
の
丹
生
川
上
神
社
は
ど
こ
ど
こ
だ
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
あ
と
の
二
社
は
「
偽
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
に
見
て
「
官

幣
大
社
丹
生
川
上
神
社
」
は
三
社
一
社
で
あ
っ
た
が
「
延
喜
式
内
社
の
丹
生
川
上
神
社
」
は
一
社
、
そ
れ
も
一
座
で
あ
る
の
で
そ
れ
は
現

在
の
下
社
で
あ
る
と
し
た
い
。 

        


